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避難所運営マニュアル

★この避難所運営マニュアルは、万能ではありません。
災害の大きさ、避難の状況、時間の経過に応じて、避難

所の運営内容も変化するものと考えます。
揺れや津波から命を守った後、避難者の皆さんで、この

マニュアルを参考に協力し、助け合い、安全に運営してい
きましょう。



【指示書】避難されてきた皆さんへ

○リーダーになったあなたは・・・マニュアルを手に取り、「リーダー
カード」を確認し指示を出してください。周囲の協力を募り、落ち着
いて行動しましょう（事前に決めていたリーダー候補者が来れば交代
することもできます）。

○副リーダーになったあなたは・・・リーダーの補助を行います。リー
ダーは本部で全体を統括する必要があるため、その間、リーダーと各
チーム長をつなぎ、指示系統や情報伝達に混乱が生じないよう常に情
報、状況の共有を図ってください。

安全な場所で待機してください。状況に応じて、待機場所を変更して
ください。傷病者や体調不良者がいる場合は別途対応が必要です（す
でに施設内に避難している人がいる場合は、再度案内をしましょう）。

避難所の開設には、皆さん一人ひとりの協力が必要です。
皆さんで助け合って、必要な作業を分担し、避難所の開設を進めてください。
高知市では、一般避難所で受け入れた要配慮者のスクリーニングを、原則、
市職員が行い、必要な場合には、福祉避難所などに移送します。
※要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮を要する方のこと

避難者は屋外で待機します。

1

これから避難所の開設を始めます。

２

リーダーも避難者の一人で、専門家ではありません。
避難者全員で助け合って、作業を進めます。

マニュアルを取り出します。

リーダーと副リーダー（リーダーの補助役）
を決めましょう。

東舎４階備蓄倉庫からマ
ニュアルを取り出します。
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